
 

議案第９２号  

 

訴えの提起について(住宅明渡し等請求) 

次のとおり、訴えを提起する。 

 

平成３０年８月２３日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

１ 相手方 

甲 市内在住者 

乙 市外在住者(連帯保証人) 

２ 管轄裁判所 

横浜地方裁判所相模原支部 

３ 請求の趣旨 

次のとおり、判決及び仮執行の宣言を求める。 

（１）甲は、市営住宅を明け渡すこと。 

（２）甲及び乙は、本市に対し、連帯して金１，１７２，３００円並びに滞納家賃

及び滞納駐車場使用料(以下「滞納家賃等」という。)の納期限の翌日から納付

済みに至るまでの違約金を支払うこと。 

（３）甲及び乙は、本市に対し、連帯して平成３０年７月２日から市営住宅の明渡

しの日までの当該住宅の占有に係る損害金及び同年６月１日から駐車場明渡し

の日(同年７月１１日)までの駐車場使用料に相当する損害金を支払うこと。 

（４）訴訟費用は、甲及び乙の負担とすること。 

４ 事件の概要 

（１）本市は、甲に対し、市営田名塩田団地への入居の決定をし、甲は、平成１８

年４月５日付けで当該住宅に入居した。 

（２）甲は、平成２４年８月６日付けで市営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書

を提出し、乙は、同月１０日付けで甲の連帯保証人となった。 

（３）甲は、平成２８年５月分以降、家賃及び駐車場使用料を滞納したため、本市

は、甲に対し、再三にわたり支払を求める催告を行ったが、滞納家賃等の一部



 

を除き支払に応じないことから、乙に対しても督促を行ったところ、乙は、こ

れを拒否した。 

（４）本市は、甲に対し、平成３０年５月２２日付けで同月３１日をもって当該駐

車場の使用の決定を取り消すことを通知した。 

（５）本市は、甲に対し、平成３０年７月１日付けで、当該住宅に係る甲との賃貸

借契約を同日をもって解除し、相模原市市営住宅条例(平成９年相模原市条例

第１９号。以下「条例」という。)第４６条第１項第２号の規定により同月３１

日を期限とする当該住宅の明渡しを請求し、及び同月２日から３１日までの期

間については家賃の額に相当する額の損害金を、平成３０年８月１日以降は条

例第４６条第４項の規定により近傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する額

の損害金を請求すると通知した。 

（６）甲は、平成３０年７月１１日に当該駐車場を明け渡したが、当該住宅の明渡

しには応じず、滞納家賃等１，１７２，３００円についても支払をしていない。 

（７）よって、本市は、甲に対する当該住宅の明渡し並びに甲及び乙に対する滞納

家賃等の全額及び滞納家賃等の納期限の翌日から納付済みに至るまでの違約金

並びに平成３０年７月２日から当該住宅の明渡しの日までの損害金及び同年６

月１日から当該駐車場の明渡しの日(同年７月１１日)までの損害金の支払を求

める訴えを提起する。 

５ 訴訟遂行の方針 

（１）判決の結果、必要がある場合は、上訴する。 

（２）甲が市営住宅を明け渡し、並びに甲及び乙が本件請求に関する一切の債務を

解消する旨の申入れをし、かつ、それらの履行が見込まれる場合は、和解する。 

 

提案の理由 

市営住宅の家賃等の支払を怠った者に対し当該住宅の明渡しを求め、並びに当

該支払を怠った者及びその連帯保証人に対し滞納家賃等及び違約金並びに損害金

の支払を求める訴えを提起するに当たり、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)

第９６条第１項第１２号の規定により議会の議決を経る必要による。 

 



 

議案第９３号  

 

訴えの提起について(住宅明渡し等請求) 

次のとおり、訴えを提起する。 

 

平成３０年８月２３日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

１ 相手方 

市内在住者 

２ 管轄裁判所 

横浜地方裁判所相模原支部 

３ 請求の趣旨 

次のとおり、判決及び仮執行の宣言を求める。 

（１）相手方は、市営住宅を明け渡すこと。 

（２）相手方は、本市に対し、平成２０年４月１日から市営住宅の明渡しの日まで

の損害金を支払うこと。 

（３）訴訟費用は、相手方の負担とすること。 

４ 事件の概要 

（１）本市は、相手方の母(以下「母」という。)に対し、市営上九沢団地への入居

の決定をし、母及び相手方は、平成１４年４月１日付けで当該住宅に入居した。 

（２）母は、平成１９年１２月２６日に死亡したが、相手方は、相模原市市営住宅

条例(平成９年相模原市条例第１９号。以下「条例」という。)第１５条第１項

に規定する入居の承継のための手続を行わずに当該住宅に居住し続けた。 

（３）本市は、当該住宅を不正に占有している相手方に対し、再三にわたり当該住

宅の明渡し及び損害金の支払を求めたが、相手方は、平成１９年１２月２７日

から平成２０年３月３１日までの損害金の全部及び同年４月１日から平成２４

年１０月３１日までの損害金の一部を支払ったのみであり、当該住宅の明渡し

に応じず、同年１１月１日以降の損害金については、支払をしていない(平成

３０年７月末時点での未納額は、３，１８０，２５４円となっている。)。 



 

（４）本市は、相手方に対し、条例第４６条第１項第７号の規定により、平成３０

年６月１日付けで同年７月３１日を期限とする当該住宅の明渡しを請求すると

ともに、この期限を経過しても当該住宅の明渡しに応じなかった場合は、同年

８月１日以降は条例第４６条第４項の規定により近傍同種の住宅の家賃の額の

２倍に相当する額の損害金を請求すると通知したが、相手方は、当該住宅の明

渡しに応じなかった。 

（５）よって、本市は、相手方に対し、当該住宅の明渡し及び平成２０年４月１日

から当該住宅の明渡しの日までの損害金の支払を求める訴えを提起する。 

５ 訴訟遂行の方針 

（１）判決の結果、必要がある場合は、上訴する。 

（２）相手方が市営住宅を明け渡し、及び本件請求に関する一切の債務を解消する

旨の申入れをし、かつ、それらの履行が見込まれる場合は、和解する。 

 

提案の理由 

市営住宅の占有者に対し、当該住宅の明渡し及び損害金の支払を求める訴えを

提起するに当たり、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第９６条第１項第１２

号の規定により議会の議決を経る必要による。 



                             議案第９４号 

 

市道の認定について 

次のとおり、市道の路線を認定する。 

 

平成３０年８月２３日提出 

                 

                       相模原市長 加 山 俊 夫 

 

路線名 起   点 終   点 
幅 員 

(ﾒｰﾄﾙ) 

延 長 

(ﾒｰﾄﾙ) 
備考 

当麻 

302 号 

南区当麻 

2595 番 1 地内 

南区当麻 

2637 番地先 
２.０ 

 

６４ 別図１ 

久保沢 

9 号 

緑区久保沢 3 丁目 

1781 番 6 地先 

緑区久保沢 3 丁目 

1786 番 7 地先 

４.５ 

～６.０ 
１１１ 別図２ 

中野 

51 号 

緑区中野 

218 番 34 地先 

緑区中野 

218 番 30 地先 

４.５ 

～５.０ 
４５ 別図３ 

上溝 

924 号 

中央区上溝 

889 番 15 地先 

中央区上溝 

911 番 11 地先 
５.０ ８８ 別図４ 

水郷田名 

3 号 

中央区水郷田名 1 丁目 

1143 番 8 地先 

中央区水郷田名 1 丁目  

1144 番 4 地先 
４.５ ４８ 別図５ 

田名 

1175 号 

中央区田名 

7420 番 1 地先 

中央区田名 

7420 番 11 地先 

４.０ 

～５.０ 
６６ 別図６ 

田名 

1176 号 

中央区田名 

4346 番 4 地先 

中央区田名 

4345 番 13 地先 

４.５ 

～５.０ 
６９ 別図７ 

田名 

1177 号 

中央区田名 

1804 番 13 地先 

中央区田名 

1804 番 18 地先 

４.０ 

～５.０ 
３９ 別図８ 

淵野辺本町 

41 号 

中央区淵野辺本町 5 丁目  

666 番 10 地先 

中央区淵野辺本町 5 丁目

661 番 10 地先 

４.５ 

～５.０ 
６４ 別図９ 

宮下本町 

58 号 

中央区宮下本町 3 丁目  

1885 番 8 地先 

中央区宮下本町 3 丁目  

1885 番 15 地先 
５.０ 

 

６９ 別図 10 

磯部 

262 号 

南区磯部 

1347 番 12 地先 

南区磯部 

1347 番 18 地先 

４.５ 

～５.０ 
３７ 別図 11 



磯部 

263 号 

南区磯部 

236 番 12 地先 

南区磯部 

236 番 18 地先 

４.５ 

～５.０ 
４５ 別図 12 

鵜野森 

183 号 

南区鵜野森 2 丁目 

46 番 15 地先 

南区鵜野森 2 丁目 

46 番 12 地先 

４.５ 

～５.０ 
４６ 別図 13 

上鶴間 

843 号 

南区上鶴間 8 丁目 

1196 番 5 地先 

南区上鶴間 8 丁目 

1196 番 11 地先 
５.０ ７２ 別図 14 

御園 

79 号 

南区御園 4 丁目 

4341 番 150 地先 

南区御園 4 丁目 

4341 番 656 地先 

４.５ 

～５.０ 
５４ 別図 15 

若松 

89 号 

南区若松 5 丁目 

3889 番 1 地先 

南区若松 5 丁目 

3889 番 6 地先 

４.０ 

～５.０ 
５５ 別図 16 

大野台 

247 号 

南区大野台 2 丁目 

2480 番 9 地先 

南区大野台 2 丁目 

2481 番 19 地先 
４.５ 

 

５７ 別図 17 

相模大野 

75 号 

南区相模大野 2 丁目 

3392 番 8 地先 

南区相模大野 2 丁目 

3392 番 9 地先 

４.０ 

～４.１ 
５４ 別図 18 

下溝 

535 号 

南区下溝 

701 番 26 地先 

南区下溝 

695 番 11 地先 

４.０ 

～５.０ 
１００ 別図 19 

文京 

14 号 

南区文京 2 丁目 

799 番 16 地先 

南区文京 2 丁目 

799 番 14 地先 

４.０ 

～４.５ 
５４ 別図 20 

 

提案の理由 

当麻宿地区土地区画整理事業、開発行為及び寄附に伴い市道の路線を認定い

たしたく、道路法(昭和２７年法律第１８０号)第８条第２項の規定により提案

するものである。 

 



別 図 1
１ 案内図

路線名

認定の理由

当麻302号

２ 道路の概要

土地区画整理事業に伴う認定

土地区画整理事業

の所在

区域区分等

備考

南区当麻2298番

外459筆

専用住宅等予定建築物の用途等

Ｎ

凡例 当麻宿地区土地区画整理事業区域

土地区画整理事業

区域の面積
約14.5ha

当 麻

厚木市

拠点整備事務所

当麻山公園

当麻地区

市街化区域

(第1種住居地域)

中央区

田 名



３ 路線図 



Ｎ 

市道当麻２９２号 

凡 例 

認定路線 

当麻宿地区土地区画整理事業区域 

幅員 

延長 

2.0m 

64m 

市道当麻３０２号 



別 図 ２
１ 案内図

路線名

認定の理由

久保沢9号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

区域区分等

路面の状況

備考

1,960.94㎡

舗装、側溝あり

片隅切、車返しあり

市街化区域

(第1種住居地域)

専用住宅11宅地予定建築物の用途等

開発行為の所在

Ｎ

向原(２)

谷ヶ原(２)

久保沢(３)

久保沢(２)

向原(１)

原宿(５)

久保沢(１)

谷
ヶ
原
(１)

県営久保沢グリーンハイツ

中原団地

川 尻

向原(４)

向原(３)

緑区久保沢3丁目1785番8

外20筆



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

4.5～6.0m

111m

認定路線

開発区域

4.5

6.0

市道久保沢中原



別 図 ３
１ 案内図

路線名

認定の理由

中野51号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

区域区分等

路面の状況

備考

1,387.57㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

非線引き都市計画区域

(第1種低層住居専用地域・近隣商

業地域)

専用住宅6宅地予定建築物の用途等

開発行為の所在 緑区中野218番4

外7筆

Ｎ

140

GS

公

P

210

230

P

P

P

220

13
0

180

P

公

P

P

中 野

太 井

根小屋

仲町第１団地

津久井警察署

中野小学校

相模原赤十字病院

津久井湖

森戸団地

仲町第４団地

仲町第３団地

仲町第２団地

三 井



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

4.5～5.0m

45m

認定路線

開発区域

4.5

5.
0



別 図 ４
１ 案内図

路線名

認定の理由

上溝924号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

区域区分等

路面の状況

備考

2,111.41㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

市街化区域

(第2種中高層住居専用地域)

専用住宅11宅地予定建築物の用途等

開発行為の所在 中央区上溝889番2

外23筆

Ｎ

上 溝

下

溝

上溝南小学校



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

5.0m

88m

認定路線

開発区域



別 図 ５
１ 案内図

路線名

認定の理由

水郷田名3号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

区域区分等

路面の状況

備考

1,349.51㎡

舗装、側溝あり

市街化区域

(第1種住居地域)

専用住宅9宅地予定建築物の用途等

開発行為の所在 中央区水郷田名1丁目1143番1

外12筆

Ｎ

水郷田名(１)

葉
山
島

中央区

田 名

水
郷
田
名
(３)

水郷田名(２)

相模川ふれあい科学館

相
模
川



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

4.5m

48m

認定路線

開発区域



別 図 ６
１ 案内図

路線名

認定の理由

田名1175号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

区域区分等

路面の状況

備考

1,198.85㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

市街化区域

(第2種中高層住居専用地域)

専用住宅7宅地予定建築物の用途等

開発行為の所在 中央区田名7420番6

外8筆

Ｎ

中央区

田 名

上 溝



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

4.0～5.0m

66m

認定路線

開発区域

4.0
5.
0



別 図 ７
１ 案内図

路線名

認定の理由

田名1176号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

区域区分等

路面の状況

備考

917.23㎡

舗装、側溝あり

片隅切、車返しあり

市街化区域

(第2種中高層住居専用地域)

専用住宅4宅地予定建築物の用途等

開発行為の所在 中央区田名4345番2

外7筆

Ｎ

中央区

田 名

田名中学校

県立相模田名高校



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

4.5～5.0m

69m

認定路線

開発区域

5
.0

4.
5



別 図 ８
１ 案内図

路線名

認定の理由

田名1177号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

区域区分等

路面の状況

備考

1,210.86㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅8宅地予定建築物の用途等

開発行為の所在 中央区田名1804番1

外10筆

Ｎ

中央区

田 名

水郷田名(１)



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

4.0～5.0m

39m

認定路線

開発区域

4
.0

5.0



別 図 ９
１ 案内図

路線名

認定の理由

淵野辺本町41号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

区域区分等

路面の状況

備考

1,576.94㎡

舗装、側溝あり

片隅切、車返しあり

市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅9宅地予定建築物の用途等

開発行為の所在 中央区淵野辺本町5丁目661番1

外19筆

Ｎ

淵野辺本町(３)

淵野辺本町(４)

淵野辺本町(５)

町田市



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

4.5～5.0m

64m

認定路線

開発区域

4.5

5.0

市道淵野辺２０１号



別 図 １０
１ 案内図

路線名

認定の理由

宮下本町58号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

区域区分等

路面の状況

備考

2,732.23㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅18宅地予定建築物の用途等

開発行為の所在 中央区宮下本町3丁目1885番3

外21筆

Ｎ

町田市

東
橋
本
(４)

宮下本町(２)

宮下(３)

宮下本町(３)



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

5.0m

69m

認定路線

開発区域



別 図 １１
１ 案内図

路線名

認定の理由

磯部262号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

区域区分等

路面の状況

備考

1,392.82㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅9宅地予定建築物の用途等

開発行為の所在 南区磯部1347番1

外12筆

Ｎ

磯 部



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

4.5～5.0m

37m

認定路線

開発区域

5.0

4.5



別 図 １２
１ 案内図

路線名

認定の理由

磯部263号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

区域区分等

路面の状況

備考

2,042.77㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅16宅地予定建築物の用途等

開発行為の所在 南区磯部236番1

外17筆

Ｎ

磯 部



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

4.5～5.0m

45m

認定路線

開発区域

4.5

5.0



別 図 １３
１ 案内図

路線名

認定の理由

鵜野森183号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

区域区分等

路面の状況

備考

1,464.88㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

市街化区域

(第1種中高層住居専用地域)

専用住宅9宅地予定建築物の用途等

開発行為の所在 南区鵜野森2丁目46番2

外14筆

Ｎ

鵜野森(３)

上鶴間本町(２)

鵜野森(２)

町田市

鹿島台こどもセンター

鵜野森(１)



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

4.5～5.0m

46m

認定路線

開発区域

4.
55

.0



別 図 １４
１ 案内図

路線名

認定の理由

上鶴間843号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

区域区分等

路面の状況

備考

980.07㎡

舗装、側溝あり

市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅6宅地予定建築物の用途等

開発行為の所在 南区上鶴間8丁目1196番1

外7筆

Ｎ

上鶴間(８)

大和市

上鶴間(４)上鶴間(７)

上鶴間中学校

上鶴間こどもセンター

東林中学校



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

5.0m

72m

認定路線

開発区域



別 図 １５
１ 案内図

路線名

認定の理由

御園79号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

区域区分等

路面の状況

備考

1,619.40㎡

舗装、側溝あり

片隅切、車返しあり

市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅12宅地予定建築物の用途等

開発行為の所在 南区御園4丁目4341番37

外22筆

Ｎ

御園(５)

御
園
(３)

御園(４)麻
溝
台
(５)

上鶴間桜 台

双葉(２)

双葉(１)

御園児童館

在日米陸軍相模原住宅地区



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

4.5～5.0m

54m

認定路線

開発区域

4.5

5.0



別 図 １６
１ 案内図

路線名

認定の理由

若松89号

２ 道路の概要

開発行為による帰属

開発行為の面積

区域区分等

路面の状況

備考

1,117.82㎡

舗装、側溝あり

片隅切、車返しあり

市街化区域

(第1種低層住居専用地域)

専用住宅7宅地予定建築物の用途等

開発行為の所在 南区若松5丁目3889番1

外9筆

Ｎ

東大沼(３)

若松(５)

若松(６)

文京(２)

文京(１)

若松(３)

若松(４)

県道相模原町田

大沼小学校

相模女子大学

県
立
神
奈
川
総
合
産
業
高
校



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

4.0～5.0m

55m

認定路線

開発区域

4.
0

5.0



別 図 １７
１ 案内図

路線名

認定の理由

大野台247号

２ 道路の概要

寄附受納

受納面積

路面の状況

備考

270.10㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

区域区分等 市街化区域

(準工業地域)

寄附の申請地 南区大野台2丁目2480番5

外1筆

Ｎ

大野台(６)

大野台(７)

大野台(５)

大野台(２)

東淵野辺(４)

大野台公民館

大
野
台
中
央
小
学
校



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

4.5m

57m

認定路線



別 図 １８
１ 案内図

路線名

認定の理由

相模大野75号

２ 道路の概要

寄附受納

受納面積

路面の状況

備考

238.30㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

区域区分等 市街化区域

(第1種中高層住居専用地域)

寄附の申請地 南区相模大野2丁目3392番3

外3筆

Ｎ

上鶴間本町(１)

相模大野(４)

相模大野(５)

相模大野(３)

相模大野(２)

相模大野中央公園

県立相模原中等教育学校

文化会館



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

4.0～4.1m

54m

認定路線

4.
0

4.
1



別 図 １９
１ 案内図

路線名

認定の理由

下溝535号

２ 道路の概要

寄附受納

受納面積

路面の状況

備考

513.80㎡

砂利、側溝あり

車返しあり

区域区分等 市街化区域

(第1種低層住居専用地域・第1種

住居地域)

寄附の申請地 南区下溝695番4

外4筆

Ｎ

当 麻

下 溝

麻溝こどもセンター

麻溝まちづくりセンター

麻溝小学校

姥

川



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

4.0～5.0m

100m

認定路線

4.0

5.
0



別 図 ２０
１ 案内図

路線名

認定の理由

文京14号

２ 道路の概要

寄附受納

受納面積

路面の状況

備考

159.00㎡

舗装、側溝あり

車返しあり

区域区分等 市街化区域

(第1種中高層住居専用地域)

寄附の申請地 南区文京2丁目799番1

Ｎ

若松(５)

若松(６)

御園(１)

文京(２)

御園(２)

文京(１)

相模大野(５)

栄 町

東
大
沼
(４)

相模女子大学

谷口台小学校
文京団地



３ 路線図
Ｎ

凡 例

幅員

延長

4.0～4.5m

54m

認定路線

4.0

4.5



議案第９５号  

 

   平成２９年度相模原市下水道事業会計未処分利益剰余金の処分について 

 平成２９年度相模原市下水道事業会計未処分利益剰余金２，５０７，５９８，１３６

円のうち２４３，３５３，１２１円を減債積立金に積み立てる。 

 

  平成３０年８月２３日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

提案の理由 

  平成２９年度相模原市下水道事業会計における未処分利益剰余金の一部につい

て、減債積立金に積み立てる処分をいたしたく、地方公営企業法(昭和２７年法

律第２９２号)第３２条第２項の規定により提案するものである。 


